
函館市職場倫理ホットラインの概要

通

報

者

　会長

通

報

者

通

報

者

通

報

者

フ ォ ロ ー ア ッ プ

実名/匿名
様式第1,2号

措置の結果
是正措置等

法令に基づく措置 その他適当な措置 様式第６号

通 報 処 理 の 終 了

各任命権者

通報対象事実あり

調査の有無

着手の時期

様式第４号

第５段階
是正措置等
を決定し,実
施する段階

調査結果を
任命権者等
へ報告する 調査の結果

市長 任命権者 職場倫理ホットライン審査会
様式第５号

様式第３号

告

第２段階 職場倫理ホットライン審査会

第４段階 調査結果の報告

調査員

を指定

総務部人事課長

第３段階 調査員

調査を実施
する段階階 違反等の事実調査

調 査 終 了

通報対象事実あり 通報対象事実なし

調査の有無
について検
討する段階

弁護士，両副市長，総務部長，その他会長が指定する職員

調査する必要あり 調査する必要なし

弁護士 総務部人事課長

総務部人事課長

報

内部通報書の

要件を満たす通報 要件を満たさない通報 受理・不受理

市役所内部における法令違反などの行為発生

職員等からの内部通報等

受付窓口

第１段階
内部通報等
の受理まで
の段階です

実名
様式第1,2号


